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第1章 全国の閉鎖性海域の現状 

閉鎖性海域の課題に関する全国アンケート 

全国 88 の閉鎖性海域における環境上の課題と対応について、平成 28 年度に関係する自治

体（52 自治体：34 都道府県 18 市町村）の環境部局から、①海域環境についての現状認識、

②水環境上の課題への対応及び環境改善対策の実施状況について、アンケート調査の回答を得

た。 

 

表 1-1 環境省が指定している閉鎖性海域（88 海域）（窒素・りんの排⽔基準に係る海域） 

 

出典：「⽇本の閉鎖性海域（88 海域）環境ガイドブック」（環境省） 
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閉鎖性海域が抱える⽔環境上の課題 

日本の閉鎖性海域の約 4 割（38 海域／88 海域）で何らかの課題あり、閉鎖性海域に面す

る過半数以上の自治体が課題を認識していた。 

水環境上の課題は、水質悪化（環境基準の未達成）、赤潮や貧酸素の発生、水産資源の減少、

生物生息場の喪失、底質の悪化であった。 

 

 

図 1-1 海域が抱える⽔環境上の課題 
 

⽔環境上の課題への対応と環境改善対策の実施状況 

（1） 環境改善対策の実施状況と対策の種類 

課題を認識している自治体の過半数以上が何らかの対策を実施済みであり、対策を講じてい

ない自治体でも約 8 割が対策の必要性を感じていた。 

環境改善対策が実施できない理由としては、「現状、原因究明や発生メカニズムの究明が進

んでいないため、有効な対策が見あたらない」、「実害は生じていない」といった課題が挙げ

られていた。 

実施中または実施済みの対策の種類は、海洋ごみ対策が最も多く、資源管理・種苗放流、藻

場の保全・再生、海底（干潟）耕耘が多かった。実施された対策の効果としては、約半数が今

後に期待となっていた。 

 

図 1-2 ⽔環境上の課題の解決のために講じた対策  
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（2） 実施に当たって活⽤した資⾦ 

水産庁の水産基盤整備事業や水産多面的機能発揮対策事業、海域環境創造事業、社会資本整

備総合交付金を活用している事例が多かった。 

 

表 1-2 アンケートに記載されていた活⽤資⾦の例 
農林⽔産省・⽔産庁 ⽔産多⾯的機能発揮対策交付⾦ 

⽔産基盤整備事業 

⽔産環境整備事業 

漁場環境保全創造事業 

沿岸漁場整備開発事業 

⾚潮・貧酸素⽔塊対策推進事業 

農⼭漁村地域整備交付⾦ 

離島漁業再⽣⽀援交付⾦ 

有明海漁業振興技術開発事業 

有明海特産⿂介類⽣息環境調査委託事業 

⼆枚⾙の増養殖等を併⽤した⾼品質なノリ養殖技術の開発委託事業 

消費・安全対策交付⾦（⾷の安全・消費者の信頼確保対策推進交付⾦） 

環境省 循環型社会形成推進交付⾦ 

⾃然公園等事業費事業 

⽣物多様性保全推進⽀援事業 

海岸漂着物等地域対策推進事業 

地域環境保全対策費補助⾦ 

国⼟交通省 社会資本整備総合交付⾦ 

地域⾃主戦略交付⾦ 

海域環境創造事業 

エコポートモデル事業 

⾃治体 新潟県農林⽔産総合振興事業 

⻑崎県⽣活排⽔対策重点地域活動促進事業 

⽇本海事科学振興財団 海の学びミュージアムサポート 

 

（3） 環境改善技術の導⼊可能性 

今後の対策として、藻場造成や干潟・浅場の保全・再生を検討している自治体が多かった。 

 

注：複数回答可のため環境改善技術の導⼊可能性ありとする海域の数と技術の数の合計は⼀致していない。 
図 1-3 導⼊を検討（想定）している環境改善技術 
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（4） 実施体制 

環境改善対策の実施にあたって、住民の参加・関与のある対策は約 8 割となっており、住

民参加・関与の方法は、協議会の設置・運営によるものが最も多く、次いで、説明会の開催と

なっていた。 

また、実施体制としては、2 つ以上の組織の協働による実施が半数以上であり、行政が主体

的に進めるケースが多かった。 

 

図 1-4 ⽔環境改善対策の選定・実施にかかる住⺠参加（合意形成）の状況 
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